
■７月に保険料額をお知らせします■７月に保険料額をお知らせします

◆保険料の軽減 
①均等割の軽減（年額）●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

所得が次の金額以下の世帯
３３万円かつ被保険者全員が所得０円
（年金収入のみの場合、受給額８０万円以下）

３３万円

３３万円＋（２４万５千円×世帯主以外の被保険者数）
※単身世帯の方は該当しません 

３３万円＋（３５万円×世帯の被保険者数）

軽減割合 均等割の年額

９割軽減 【年額】　４，７７０円

8.5割軽減 【年額】　７，１５６円

５割軽減 【年額】２３，８５４円

２割軽減 【年額】３８，１６７円

②所得割の軽減 ●被保険者個人の所得で判定します。

所得が次の金額以下の方 軽減割合
所得から３３万円を引いた額が５８万円以下の方 ５割軽減

③被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●この制度に加入したときに被用者保険の被扶養者だった方については、所得割はかからず、均等割
が９割軽減となります。

※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町
村の国民健康保険等は含まれません。

平成２５年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。   

《保険料の計算方法》

均　等　割
【１人当たりの額】
４７，７０９円

＋
所　得　割

【本人の所得に応じた額】
（平成２４年中の所得－３３万円）×１０．６１％

＝ １年間の保険料
（１００円未満切り捨て）

○１年間の保険料の上限額は５５万円です。
○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

「口座振替」を希望される方は、通帳の金融機関へお申し出ください「口座振替」を希望される方は、通帳の金融機関へお申し出ください「口座振替」を希望される方は、通帳の金融機関へお申し出ください「口座振替」を希望される方は、通帳の金融機関へお申し出ください

◆保険料のお支払い方法
保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

（お申込みに必要なもの：ご本人の納付書・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）
●「年金からのお支払い」から「口座振替」に変更を希望される方は、住民課戸籍保険グループへ
　申請してください。口座振替に切り替わる時期は、申請の時期により異なります。
●税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
　（年金からのお支払いの場合、お支払いただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。
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